
1

令和２年度高知県職員（看護教員）採用選考考査実施要領

令和２年７月２２日

高 知 県

１ 募集（採用予定）人員

１名

２ 受験資格

次の（１）から（４）までに該当する人

（１）昭和３６年４月２日以降に生まれた人

（２）次のアからウまでのいずれかに該当する人

ア 保健師、助産師又は看護師の免許を有し、保健師、助産師又は看護師とし

て５年以上業務に従事した人で、次の①から③までのいずれかの研修を修了

した人又は令和３年３月３１日までに修了する見込みの人

① 厚生労働省が認定した専任教員養成講習会（旧厚生省が委託実施したも

の及び厚生労働省が認定した看護教員養成講習会を含む。）

② 旧厚生労働省看護研修研究センターの看護教員養成課程

③ 国立保健医療科学院の専攻課程（平成１４年度及び平成１５年度旧国立

公衆衛生院の専攻課程看護コースを含む。）及び専門課程地域保健福祉分

野（平成１６年度）

イ 保健師、助産師又は看護師の免許を有し、保健師、助産師又は看護師とし

て保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号）の規定に基づく保健

師助産師看護師学校養成所指定規則（昭和２６年文部省・厚生省令第１号）

別表３に規定する専門分野の教育内容のうち一つの業務に３年以上従事した

人で、大学において教育に関する科目を４単位以上履修して卒業した人又は

大学院において教育に関する科目を４単位以上履修した人

ウ 保健師、助産師又は看護師の免許を有する人で、採用後、上記アの①の講

習会の受講が可能な人（ただし、保健師、助産師又は看護師として５年以上

業務に従事した人に限る。）、又は保健師助産師看護師学校養成所指定規則別

表３に規定する専門分野の教育内容のうち一つの業務に３年以上従事した

人で、上記イの単位履修が可能な人（ただし、大学において単位履修する場

合は、大学卒業資格を有すること又は取得することが必要）
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（３）次のいずれかに該当する人

ア 日本国籍を有する人

イ 出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）に定められてい

る永住者

ウ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に

関する特例法（平成３年法律第７１号）に定められている特別永住者

（４）地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条等に定められている次

のいずれにも該当しない人

ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けるこ

とがなくなるまでの人

イ 高知県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過し

ない人

ウ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政

党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人

エ 平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産者の宣告を受けている者

（心神耗弱を原因とする者以外）

３ 応募（受験）の手続

（１）受付

令和２年７月２２日（水）から同年８月２５日（火）までの間、高知県総務

部人事課で受け付けます。ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除きます。

受付時間は、午前８時３０分から午後５時１５分までです。

郵便による申込みは、令和２年８月２５日（火）までの消印のあるものに限

り受け付けます。

※受験票は交付しません。当日考査会場においでください。

（２）申込方法

申込書に次の書類を添えて、高知県総務部人事課へ提出してください。

ア 保健師、助産師又は看護師免許証の写し１部

イ 「２ 受験資格」（２）のアに該当する人にあっては、専任教員養成講習会

等の修了証書の写し１部、または受講中の場合にあっては、各教育機関の在

学証明書１部

ウ 「２ 受験資格」（２）のイに該当する人にあっては、最終学歴を証するも

の及び成績証明書各１部、または単位取得中の場合にあっては、各教育機関

の在学証明書１部
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４ 選考考査実施内容等

（１）試験の日時及び場所

（２）試験の方法及び内容

（３）各種目の配点

５ 申込状況の発表

申込状況を随時、高知県総務部人事課のホームページ

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110901/ に掲示します。

６ 合格発表の時期

令和２年９月下旬に合格者の受験番号を高知県総務部人事課のホームページに掲

示するとともに、受験者に直接通知します。

７ 任命等

（１）採用の時期

令和３年４月１日（ただし、欠員の状況により、採用可能な方については、

それ以前に採用される場合もあります。）

（２）勤務場所等

主に幡多看護専門学校に配属され、看護師の養成等の業務に従事します。

なお、専門分野や適性に応じ、試験区分以外の業務（事務又は県立病院での

看護業務等）に従事することもあります。

日 時 場 所

令和２年９月１３日（日）

午前８時３０分から

高知市丸ノ内２丁目１－１９

高知県職員能力開発センター

種 目 内容

論 文 試 験
職務遂行に必要な識見、判断力、思考力等についての筆記

試験

適 性 検 査 職務遂行に必要な適格性を有するかどうかについての検査

口述(面接)試験 人物、人柄等についての個別面接による試験

種目 論文試験 口述(面接)試験 総合得点

配点 １００点 １００点 ２００点
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（３）任命に当たっての考え方

「地方公務員として、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる職

務を行うためには日本国籍を必要とし、それ以外の職務を行うためには日本国

籍を必要としない。」という基本原則にのっとった任命が行われます。

（４）初任給等

令和２年４月１日現在の初任給は、採用前の職歴等に応じて加算される場合

がありますが、幡多看護専門学校に配属され、看護師の養成等の業務に従事し

た場合、行政職給料表の適用を受ける職員で例示すれば、４年制大学を卒業し、

民間病院等の常勤職員として５年間保健師、助産師又は看護師の業務に従事し

ていた場合は２１８，７００円（給料の調整額６，７００円を含む。）となりま

す。

また、このほかに期末手当及び勤勉手当が支給され、支給要件に該当する人

には、扶養手当、通勤手当等が支給されます。

（５）その他

「２ 受験資格」（２）のウに該当する人にあっては、採用後、保健師助

産師看護師学校養成所指定規則第４条に規定する専任教員としての要件を

満たすため、「２ 受験資格」（２）のア①の研修を受講し修了すること又

は「２ 受験資格」（２）のイの単位を履修することが必要となります。

８ 試験成績の開示

受験者は、次により成績の開示を請求することができます。

（１）対象者

受験者全員

（２）請求期間

合格発表日の翌日から３か月以内

（３）請求の方法

試験当日に「試験成績開示請求書」を配布します。必要事項を記入の上、返

信用封筒（定型、縦１４～２３．５㎝×横９～１２㎝の大きさのもの）を同封

して、郵便等により高知県総務部人事課へ請求してください。

なお、返信用封筒には必ずあて先を記入し、返信用切手４０４円分（簡易

書留相当分）を貼ってください。

９ その他注意事項

受験票は、試験当日に試験会場で交付します。また、試験当日は次のものを携行

し、午前８時３０分までに試験会場に集合してください。

○鉛筆（ＨＢ数本） ○消しゴム

○時計（携帯電話や計算機能付きのものは使用できません。）
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10 選考考査の申込み及び問い合わせ先

高知県総務部人事課

〒780-8570 高知市丸ノ内１丁目２－２０

電話番号 （０８８）８２３－９１６３（直通）

ホームページ http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110901/

E-mａｉｌ：110901@ken.pref.kochi.lg.jp （左記メールアドレスは問い合わせ専用です。

電子メールでの申込みはできません。）

11 試験会場案内図

高知県職員能力開発センター（会場入口は、北側（丸の内高校側）にあります。）

※ 試験会場には、駐車場がありませんので、車の乗り入れを禁止します。

試験会場
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高知県職員（看護教員）採用選考考査実施要領 補足説明

令和２年度高知県職員（看護教員）採用選考考査実施要領の「２ 受験資格」に記載してい

る「保健師助産師看護師学校養成所指定規則」の規定は、下記のとおりです。

○保健師助産師看護師学校養成所指定規則（抜粋）

（看護師学校養成所の指定基準）

第四条 法第二十一条第一号の大学、同条第二号の学校及び同条第三号の看護師養成所（以下「看護師学校養

成所」という。）のうち、学校教育法第九十条第一項に該当する者（同法に基づく大学が同法第九十条第二項

の規定により当該大学に入学させた者を含む。）を教育する課程を設けようとするものに係る令第十一条第一

項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 学校教育法第九十条第一項に該当する者（同法に基づく大学が同法第九十条第二項の規定により当該大

学に入学させた者を含む。）であることを入学又は入所の資格とするものであること。

二 修業年限は、三年以上であること。

三 教育の内容は、別表三に定めるもの以上であること。

四 別表三に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち八人以上は看護師の資格

を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。

五 一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数は、四十人以下であること。ただし、授業の

方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限り

でない。

六 同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。

七 図書室並びに専用の実習室及び在宅看護実習室を有すること。ただし、実習室と在宅看護実習室とは兼

用とすることができる。

八 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。

九 別表三に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習に

ついて適当な実習指導者の指導が行われること。

十 専任の事務職員を有すること。

十一 管理及び維持経営の方法が確実であること。

十二 特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど学生若しくは生徒

又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱

いをしないこと。

別表三 （第四条関係）（抜粋）

教育内容 単位数

専門分野Ⅰ

基礎看護学 一○

臨地実習 三

基礎看護学 三

専門分野Ⅱ

成人看護学 六

老年看護学 四

小児看護学 四

母性看護学 四

精神看護学 四

臨地実習 一六

成人看護学 六

老年看護学 四

小児看護学 二

母性看護学 二

精神看護学 二


